
２０２５年に担う役割と機能別病床

【香取海匝保健医療圏】

高度
急性期

急性期 回復期 慢性期 計

1 千葉県立佐原病院 ○ ○ ○ ○ ○ 179 48 227 10

本館の耐震と老朽化の対策とし
て、2019年度から約2年間のｽｹｼﾞｭｰ
ﾙで改修工事の実施を予定してい
る。工事の実施に当たっては、一
部機能を南館へ移転するなどの対
応により、稼働病床数の減床を最
大限小さくする方針であり、患者
の受入れは現状規模を維持する。

2 香取おみがわ医療ｾﾝﾀｰ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 100 100 0 開設者変更(2019年)
70床廃止(2019年)

3 国保多古中央病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 90 15 105 56 5床廃止済(2018年)

4 東庄町国民健康保険東庄病院 ○ 32 32 48 ○

5
医療法人社団明芳会ｲﾑｽ佐原ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
病院

○
回復期リハビリテーション病
棟
療養病棟

157 60 217
方針策定に伴い一覧表に追加

6 医療法人社団華光会山野病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○
認知症 75 75

7 医療法人社団寿光会栗源病院 ○ 165 165

8 医療法人三省会本多病院 ○ 30 30 44 医療療養病床44床を介護医療院に
移行済(2019年)

9 銚子市立病院 ○ ○ 80 40 15 135 74床廃止予定

10 総合病院国保旭中央病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 64 699 763

11 医療法人社団圭寿会兒玉病院 ○ ○ ○ ○ 77 77

12 医療法人厚仁会内田病院 ○
慢性期機能 77 77

13 医療法人積仁会島田総合病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 153 8 161 24

サブアキュート、ポストアキュー
トなど必要とされる急性期から回
復期の機能を整備していく(リハビ
リ機能・整形外科、泌尿器科、呼
吸器科、手術　等)
15床廃止済(2019年)
【変更前】急性期200

地域の医療機関、施設、在宅等と
の地域連携を円滑にする。地域の
高度急性期病院など他の医療機
関、施設においても、本来の機能
を正常に発揮できる体制に繋が
る。

○

14 医療法人財団みさき会たむら記念病院 ○ ○
脳卒中後のリハビリ受入れを
強化 70 97 167

15
ﾛｻﾞﾘｵの聖母会重症心身障害児施設聖母
療育園

○
重症心身障害児者入所施設で
もあるため、法律改正がない
限り現状維持

54 54

16 医療法人黒潮会田辺病院 ○ ○ ○ ○ ○ 45 45
地域的にみて不足する回復期リハ
ビリテーション病棟への機能転換
を検討予定

17 国保匝瑳市民病院 ○ 85 14 99 【変更前】急性期90、回復期20 病床利用率を鑑みて変更 ○

18 九十九里ﾎｰﾑ病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○

がん、脳卒中、心血管疾患、
については急性期ではなく、
回復期・維持期に対応。
救急については地区の一次二
次当番医を担当している。

44 22 83 149

地域包括ケア病床を開設予定
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19 医療法人社団清英会鈴木眼科医院 ○
白内障 7 7

20 医療法人社団根本医院 ○ ○ (16) (16)
機能別病床数は未回答(括弧内は
H29病床機能報告で回答があった
「6年後(2023年)の予定機能」)

21 医療法人社団新生会新生産婦人科
病床廃止済(2017年)

22 医療法人社団見龍堂医会神崎ｸﾘﾆｯｸ ○ ○ ○ ○ ○
整形外科 19 19 開設者変更(2019年)

23 守医院 ○ 19 19

24 医療法人社団楠会鈴木医院 ○ ○ ○ 3 3

25 医療法人社団増田産婦人科 ○
産婦人科 19 19

26 飯倉医院 ○ 16 16

27 医療法人社団ｶﾒﾘｱ会江畑医院
病床廃止済(2018年)

注1)

注2)

注3)

注4)

前回報告時以降、具体的対応方針に変更があった医療機関の列を着色（薄緑色）しています。

前回報告時以降、変更があった個所について、赤字下線としています（医療機関名の変更のみの場合を除く）。

一覧表に記載の「2025年に担う役割」「2025年における機能別病床数」に変更があった場合は、県まで報告をお願いします。

【診療所】

「補助金活用予定」欄については、回復期リハビリテーション病棟等整備事業（回復期リハ、地域包括ケアへの転換）又は地域中核医療機関整備促進事業（地域の中核となる公的医療機関等のみ対象）の活用を検討している（又は現在補助を受けている）医療機関に○をつ
けています。
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病院・有床診療所に係る方針変更報告書（具体的対応方針） 

 

 

１ 基本情報等（変更事項は該当項目に☑） 

法 人 名 医療法人積仁会 

医 療 機 関 名 島田総合病院 

所 在 地 銚子市東町５－３ 

変 更 事 項 □ 今後担う役割  ☑ 病床機能 

 

２ ２０２５年において担う役割（昨年の報告から変更がある場合のみ該当項目に○） 
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変更前            

変更後            

その他の内訳 

及び補足等 

 

 

 

３ 病床機能及び入院料（昨年の報告から機能別病床数の内訳に変更がある場合のみ記載） 
 

変更前 変更後 
 

届出予定の入院料 

４機能 合計 200床 185床 2019年 7月より許可病床数変更 

 高度急性期 床 床  

急性期 161床 153床  

回復期 床 8床 2019年 8月より地包管２算定開始 

慢性期 床 床  

 

 

人間ドック等 床 床  

休棟等 39床 24床  

廃止予定 床 床  

介護施設等への移行予定 床 床  

 

４ 病床機能を変更する理由等（機能別病床数を変更する場合のみ） 

地域の医療機関、施設、在宅等との地域連携を円滑にする。 

地域の高度急性期病院など他の医療機関、施設においても、本来の機能を正常に 

発揮できる体制に繋がる。 

 

参考１（資料３－２） 
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病院・有床診療所に係る方針変更報告書（具体的対応方針） 

 

 

１ 基本情報等（変更事項は該当項目に☑） 

法 人 名 匝瑳市 

医 療 機 関 名 国保匝瑳市民病院 

所 在 地 匝瑳市八日市場イ１３０４ 

変 更 事 項 □ 今後担う役割  ☑ 病床機能 

 

２ ２０２５年において担う役割（昨年の報告から変更がある場合のみ該当項目に○） 
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変更後            
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３ 病床機能及び入院料（昨年の報告から機能別病床数の内訳に変更がある場合のみ記載） 
 

変更前 変更後 
 

届出予定の入院料 

４機能 合計 110床 99床  

 高度急性期 床 床  

急性期 96床 85床 急性期一般入院基本料 

回復期 14床 14床 地域包括ケア入院医療管理料 

慢性期 床 床  

 

 

人間ドック等 床 床  

休棟等 床 床  

廃止予定 床 床  

介護施設等への移行予定 床 床  

 

４ 病床機能を変更する理由等（機能別病床数を変更する場合のみ） 

・病床利用率を鑑みて変更 

 

 

 

参考２（資料３－２） 
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